
 

 

 

 

 

令和６年度 施策評価結果 

 

第三次雫石町総合計画  

後期基本計画 
 

 

 

 

 

 

 

令和７年  月 

雫石町 



第三次雫石町総合計画 後期基本計画 

令和６年度施策評価結果 

目 次 

 

令和６年度施策評価結果について          ・・・ １ 

 

施策評価判定一覧                     ・・・  6 

 

施策評価結果 

《施策大綱１》 学びを通して生きがいを感じるまち ・・・12 

 

《施策大綱２》 いきいきと ともに幸せを感じるまち ・・・19 

《施策大綱３》 産業を通じて豊かさを実感し 

笑顔で稼ぐまち            ・・・26 

《施策大綱４》 豊かで誇れる自然を守り育て 

子どもたちにつないでいくまち   ・・・33 

《施策大綱５》 みんながつながって安全に 

住めるまち              ・・・38 



令和６年度施策評価結果について 

１．はじめに 

 （１）雫石町総合計画について 

   総合計画は、長期的な展望に立って地方自治体の目指すべき将来像を描き出し、そ

の実現に向けて総合的かつ計画的な行政運営を行うための指針を示すものです。 

   雫石町（以下、「本町」という。）は、令和６年度に、令和９年度を目標年次とした

「第三次雫石町総合計画 後期基本計画」（以下、「後期基本計画」という。）を策定し

ました。 

   後期基本計画では、図１に示すとおり、まちの目指すべき将来像「みんながつくる 

未来につなぐ ふるさとしずくいし」を実現するため、「協働」を理念とし、「協働に

よるまちづくり」をすべての分野に共通する視点として、５つの「施策大綱」、14の「基

本施策」、35の「施策」を設け、「施策大綱」の実現のために「基本施策」を、「基本施

策」の実現のために「施策」を展開するというように、それぞれが目的と手段の関係

にあります。 

 （２）施策評価について 

   雫石町の施策評価は、総合計画の進捗管理を行い、施策をより効果的に展開するこ

とを目的に、図１に示すとおり、14の基本施策とその下にある 36の「施策」を対象と

して、現状と課題の把握、課題への改善策を検討するものです。 

   施策評価は平成 18年度から実施しており、今回は第三次雫石町総合計画後期基本計

画（令和６年度～令和９年度）の点検を行い、その結果について公表するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《町の将来像》 

「みんながつくる 未来につなぐ ふるさとしずくいし」 

施策大綱 

基本施策 

施策 

施策の基本方向 

施策評価 

図１ 施策評価概念図 

上位 
目的 

個別 
手段 

５ 

14 

35 

122 

 

将来像を実現するた
めの手段 

施策大綱を実現す
るための手段 

基本施策を実現
するための手段 

施策を実現す
るための手段 

それぞれが上位目的

を達成するための手

段になっています。 

理念 「協働」 



 

 

２．評価方法 

   それぞれの施策目標を達成するため、令和６年度においては、122 の「施策の基本方

向」について、必要性や成果、効率性の観点から評価を実施し、課題の抽出と改善策

の検討を行っています。 

施策の基本方向について評価実施後、施策と基本施策の評価を実施し、政策評価会

議にて検証し、評価内容の最終決定をしました。 

   施策評価調書には、「施策」について、取り組み状況を記載し、進捗状況をａ～ｅの

５段階で評価を行い、それらを踏まえて「基本施策」の課題や改善策を記載し、総合

的な進捗状況をＡ～Ｅの５段階で評価しています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２ 評価方法のフロー図 

《各課》 《各課長》 《庁内組織》 

基本事業評価 施策評価 政策評価会議 

公 
 

表 

122 の「施策の方

向」を評価 

基本事業評価を基

に 35「施策」を評

価 

施策評価内容

の決定 

それぞれの立場で改善策の検討を行っています。 

「施策」を基に

14 の「基本施

策」を評価 



 

 

３．評価結果 

 （１）「基本施策」の評価結果 

 ５つの施策大綱の下には 14の「基本施策」が設定されています。以下のとおり、表１及

び表２に基本施策の評価結果を示します。 

表１ 基本施策評価結果 

評価段階（進捗の目安） R6 施策 

Ａ（順調である … およそ 80～100％） 6 施策 

Ｂ（概ね順調である … およそ 60～80％） 8 施策 

Ｃ（やや遅れている … およそ 40～60％） 0 施策 

Ｄ（遅れている … およそ 20～40％） 0 施策 

Ｅ（特に遅れている … およそ 0～20％） 0 施策 

合 計 14 施策 

   

表２ 施策大綱別 基本施策評価結果    施策数／各大綱施策数 

施策大綱名 判定 
R6 年度 

施策数 割合 

1：学びを通して生きがいを感じる

まち 

教育分野 

Ａ 3/3 100.0％ 

Ｂ 0/3 0.0％ 

Ｃ 0/3 

 

0.0％ 

Ｄ 0/3 0.0％ 

Ｅ 0/3 0.0％ 

2：いきいきと ともに幸せを感じ

るまち 

保健・医療・福祉分野 

Ａ 2/3 66.7％ 

Ｂ 1/3 33.3％ 

Ｃ 0/3 0.0％ 

Ｄ 0/3 0.0％ 

Ｅ 0/3 0.0％ 

3：産業を通じて豊かさを実感し笑

顔で稼ぐまち 

産業分野 

Ａ 0/3 0.0％ 

Ｂ 3/3 100.0％ 

Ｃ 0/3 0.0％ 

Ｄ 0/3 0.0％ 

Ｅ 0/3 0.0％ 

4：豊かで誇れる自然を守り育て 

子どもたちにつないでいくまち 

環境分野 

Ａ 0/2 0.0％ 

Ｂ 2/2 100.0％ 

Ｃ 0/2 0.0％ 

Ｄ 0/2 0.0％ 

Ｅ 0/2 0.0％ 

5：みんながつながって安全に住め

るまち 

安全安心分野 

Ａ 1/3 33.3％ 

Ｂ 2/3 66.7％ 

Ｃ 0/3 0.0％ 

Ｄ 0/3 0.0％ 

Ｅ 0/3 0.0％ 

計 

Ａ 6/14 42.9％ 

Ｂ 8/14 57.1％ 

Ｃ 0/14 7.1％ 

Ｄ 0/14 0.0％ 

Ｅ 0/14 0.0％ 

 ※小数点第二位以下を四捨五入している関係で、割合が 100％に満たないもの、100％を超えるものがあります。 



 

 

（２）「施策」の評価結果 

   14の基本施策の下には、35の「施策」が設定されています。以下のとおり、表３及

び表４に施策の基本方向の評価結果を示します。 

表３「施策」評価結果 

評価段階（進捗の目安） R6 年度 

ａ（順調である … およそ 80～100％） 17 施策 

ｂ（概ね順調である … およそ 60～80％） 17 施策 

ｃ（やや遅れている … およそ 40～60％） 1 施策 

ｄ（遅れている … およそ 20～40％） 0 施策 

ｅ（特に遅れている … およそ 0～20％） 0 施策 

合 計 35 施策 

 

表４ 施策大綱別「施策」評価結果 

施策大綱名 判定 
R6 年度 

施策数 割合 

1：学びを通して生きがいを感じるま

ち 

教育分野 

ａ 5/6 83.3％ 

ｂ 

 

1/6 16.7％ 

ｃ 

 

0/6 

 

0.0％ 

ｄ 

 

0/6 0.0％ 

ｅ 

 

0/6 0.0％ 

2：いきいきと ともに幸せを感じる

まち 

保健・医療・福祉分野 

ａ 5/7 71.4％ 

ｂ 

 

2/7 28.6％ 

ｃ 

 

0/7 0.0％ 

ｄ 

 

0/7 0.0％ 

ｅ 

 

0/7 0.0％ 

3：産業を通じて豊かさを実感し笑顔

で稼ぐまち 

産業分野 

ａ 2/9 22.2％ 

ｂ 

 

7/9 77.8％ 

ｃ 

 

0/9 0.0％ 

ｄ 

 

0/9 0.0％ 

ｅ 

 

0/9 0.0％ 

4：豊かで誇れる自然を守り育て 

子どもたちにつない

でいくまち 

環境分野 

ａ 0/4 0.0％ 

ｂ 

 

3/4 75.0％ 

ｃ 

 

1/4 25.0％ 

ｄ 

 

0/4 0.0％ 

ｅ 

 

0/4 0.0％ 

5：みんながつながって安全に住める

まち 

安全安心分野 

ａ 5/9 55.6％ 

ｂ 

 

4/9 44.4％ 

ｃ 

 

0/9 0.0％ 

ｄ 

 

0/9 0.0％ 

ｅ 

 

0/9 0.0％ 

計 

ａ 17/35 48.6％ 

ｂ 17/35 48.6％ 

ｃ 1/35 2.8％ 

ｄ 0/35 0.0％ 

ｅ 0/35 0.0％ 

 ※※小数点第二位以下を四捨五入している関係で、割合が 100％に満たないもの、100％を超えるものがあります。 

  



 

 

４．今後に向けて 

今後は、後期基本計画の取り組みを進めるとともに、「計画（Plan)→実施(Do)→評価

(Check)→改善(Action)」の「マネジメント・サイクル」の考えを基本とする政策評価の手

法により、成果重視の行政運営、効率的な行財政運営に努め、社会情勢の変化に的確に対

応しながら、総合計画に掲げる「みんながつくる 未来につなぐ ふるさとしずくいし」

の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

                 【総合計画の構造】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マネジメント・サイクルによる進捗管理】 

 

計 画 

Ｐｌａｎ 

実 施 

Ｄｏ 

評 価 

Ｃｈｅｃｋ 

改 善 

Ａｃｔｉｏ
総合計画 

基本構想 
（令和２年度～令和９年度） 

町の将来像を示します。 
計画 

各個別計画 

基本計画 
前期：令和２年度～令和５年度 
後期：令和６年度～令和９年度 

実施 

基本計画に掲げた施策を実行するた

めの具体的事業を示します。 

基本構想の実現に向けた施策の方

向を示します。 
進捗管理 

評価 政策評価 

評価・検証を行い、課題の抽出と

改善の検討を行います。 





令和６年度施策評価結果

判定結果一覧

基本施策判定結果 A判定 B判定 C判定 D判定 E判定

施策大綱１（教育分野） 3 0 0 0 0

施策大綱２（保健・医療・福祉分野） 2 1 0 0 0

施策大綱３（産業分野） 0 3 0 0 0

施策大綱４（環境分野） 0 2 0 0 0

施策大綱５（安全安心分野） 1 2 0 0 0

施策判定結果 a判定 b判定 c判定 d判定 e判定

施策大綱１（教育分野） 5 1 0 0 0

施策大綱２（保健・医療・福祉分野） 5 2 0 0 0

施策大綱３（産業分野） 2 7 0 0 0

施策大綱４（環境分野） 0 3 1 0 0

施策大綱５（安全安心分野） 5 4 0 0 0

基本事業判定結果 a判定 b判定 c判定 d判定 e判定

施策大綱１（教育分野） 19 5 1 1 0

施策大綱２（保健・医療・福祉分野） 18 9 0 0 0

施策大綱３（産業分野） 10 13 3 0 0

施策大綱４（環境分野） 7 9 2 0 0

施策大綱５（安全安心分野） 12 11 2 0 0



R6 R7 R8 R9 R6 R7 R8 R9

1 教員の授業力向上と授業改善

2 特別な支援を必要とする児童生徒への支援

3 不登校・いじめ防止等の対策

4 豊かな心の育成

5 健康な食生活の実践

6 保健体育の充実

7 基礎体力の向上

8 地域と学校の連携

1 安全対策の充実

2 学校施設の整備

3 学校校種間連携の強化

4 雫石高等学校の魅力づくり

5 教員の働き方改革に基づく働く環境づくり

1 生涯学習環境の充実

2 地域の特色を生かした生涯学習の推進

3 地域社会総がかりでの子育て推進

4 読書活動の推進

5 国際理解の推進

6 地域活動と体験・交流活動の推進

1 生涯スポーツの推進

2 競技スポーツの推進

3 子どものスポーツ機会の充実

4 スポーツによる地域活性化

5 スポーツ施設の整備

1 文化芸術の活性化

2 優れた芸術の鑑賞機会の提供

1 文化財の保護・保存の推進

2 歴史文化学習機会の充実

生涯学習、生涯ス
ポーツを通して誰も
がいきいきと輝くま
ちづくりをします

A

1
未来を担う子どもた
ちの生きる力を育む
まちづくりをします

A

1
知・徳・体・公の調和のとれた教
育を進めます

a

2

3

歴史と文化を後世
に継承するとともに
郷土愛を育むまち
づくりをします

A

1
文化芸術活動を通して生きる喜
びと創造性や感性を育みます

a

2
町に伝わる貴重な文化財の保存
継承に努め紹介します

b

2
いつでも誰でもスポーツに親しめ
る環境を整えます

a

1
生涯学習の環境を整え活力ある
地域社会をつくります

a

2
安全安心な学校生活を送ること
ができる教育環境を整備します

a

施策大綱１　　学びを通して生きがいを感じるまち

判
定

判
定基本施策 施策 基本事業



R6 R7 R8 R9 R6 R7 R8 R9

1 ライフステージに応じた健康づくり活動の推進

2 食生活習慣の改善

3 健診を受けやすい環境づくり

4 各種予防接種事業の充実

5 精神保健体制と家族への支援の充実

1 保健・医療・福祉の連携強化

2 地域医療体制の充実

3 医療機関相互の機能分担

1 低所得世帯の経済的自立支援

2 人権意識の啓発と支援

3 消費者支援の充実

1 生きることの包括的な支援の推進

2 多様な主体による支え合いの推進

3 ボランティア・NPO活動の支援

4 相談支援体制の充実

1 子育て支援サービスの推進

2 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない総合的な支援

3 子どもに関する専門的な支援の充実

4 経済的支援の充実

1 高齢者の生きがいづくり

2 認知症施策の推進

3 介護福祉サービスの充実

4 在宅高齢者支援体制の整備

5 介護予防の推進

1 障がい理解の推進

2 障がい者などの社会参加促進

3 障がい児施策の充実

4 福祉サービスと相談支援の充実

2
みんなで支え合うま
ちづくりをします

A

1
健やかでやすらぎあ
るまちづくりをします

B

3
誰もがいきいきと暮
らせるまちづくりをし
ます

A

3
障がい者が生活しやすい環境を
整えます

b

2
高齢者が安心して元気で暮らせ
る環境を整えます

a

1
安心して子育てできる環境を整え
ます

a

2
みんなで支え合う地域社会を目
指します

a

1
誰もが地域で安心して生活できる
環境を整えます

a

2
安心して暮らせる医療体制を整え
ます

a

1
生涯を通じた健康づくりを推進し
ます

b

施策大綱２　　いきいきと　ともに幸せを感じるまち

判
定

判
定基本施策 施策 基本事業



R6 R7 R8 R9 R6 R7 R8 R9

1 地域の中心経営体の育成

2 若手農業者の育成

3 農業経営の安定化

1 農畜産物の安定生産

2 農地の保全及び活用促進

1 農畜産物の販売促進

2 地産地消の推進

3 ６次産業化と食文化伝承の推進

1 森林循環の推進

2 町産材の活用推進

3 木質バイオマスのエネルギー活用の推進

4 森林環境教育の促進

1 観光資源の環境整備

2 観光二次交通の整備

1 広域連携による滞在型観光の促進

2 観光客誘客の強化

3 観光情報発信の強化

1 地域資源の活用

2 観光メニューの拡充

3 観光プラットフォームの強化

1 地域の自然と調和した企業誘致

2 中小企業の経営強化

3 起業家の育成

1 商店街の人材育成

2 魅力商店街づくりに向けた取組みの推進

2

地域の魅力ある観
光資源を「観て」「触
れ」「学び」「遊ぶ」ま
ちづくりをします

B

1

新時代に対応した
魅力ある農林業を
展開するまちづくり
をします

B

2
賑わいと魅力ある商店街づくりに
取り組みます

a

1 企業誘致・起業家を支援します b

3
人が集い、活気あ
ふれるまちづくりをし
ます

B

3
外国からの観光誘客を進め、受
入れ体制の充実を図ります

a

2
　「しずくいし」を効果的に情報発
信し周辺自治体と連携した観光
客誘致を進めます

b

1
魅力ある観光メニューを確立し多
様なニーズに対応できる受入れ
体制を整備します

b

4
「植える、育てる、利用する」森林
循環を促進します

b

3
農畜産物の販売と６次産業化を
推進します

b

2
農畜産物の安定生産を推進しま
す

b

1
農業者の育成と経営安定を促進
します

b

施策大綱３　　産業を通じて豊かさを実感し笑顔で稼ぐまち

判
定

判
定基本施策 施策 基本事業



R6 R7 R8 R9 R6 R7 R8 R9

1 森林保全の促進

2 水質保全の促進

3 生物多様性の周知と保全

4 自然保護の啓発

5 環境教育の充実と情報共有

6 公害防止対策の強化

1 景観住民協定及び景観形成地域の拡充

2 景観に対する意識の醸成

3 景観と観光の連携強化

4 岩手県景観計画に沿った景観の形成

1 省エネルギーの普及

2 再生可能エネルギー利用推進

1 ごみの減量化の促進

2 ごみの資源化の促進

3 ごみの適正処理と広域化処理

4 し尿の適正処理と広域化処理

1
美しい自然を保全し
心豊かに暮らせるま
ちづくりをします

B

2
くらしの廃棄物の削減による循環
型社会の構築を目指します

b

1
地球温暖化抑制に努め、環境を
守るエネルギー利用を推進しま
す

b

2

環境を守るエネル
ギー利用と廃棄物
の資源循環を推進
して持続可能なまち
づくりをします

B

2 美しい風景や景色を守り育てます c

1
豊かな自然環境を学び、保全しま
す

b

施策大綱４　　豊かで誇れる自然を守り育て子どもたちにつないでいくまち

判
定

判
定基本施策 施策 基本事業



R6 R7 R8 R9 R6 R7 R8 R9

1 防犯意識の向上

2 防犯体制の強化

1 交通安全意識の醸成

2 通学路での安全確保

1 消防力の充実確保

2 救急体制の充実確保

1 防災の意識を高める

2 減災のための備え

3 防災設備の充実

4 防災情報の迅速かつ正確な周知

5 地域防災力の育成

1 上水道経営の適正化

2 老朽施設の更新

3 普及活動の推進

1 下水道経営の適正化

2 汚水処理施設の効率的な維持管理

3 水洗化の促進

1 計画的な道路整備と維持管理

2 道路愛護活動の支援

3 除排雪体制の整備推進

1 持続可能な公共交通体系の確立

2 生活交通事業の充実

1 安心できる住宅づくり支援

2 町営住宅などの適切な管理

3 住宅情報の提供による定住支援

4 計画的な公園施設の維持管理

快適でやすらぎある居住環境の
保全、整備を進めます

a

3
快適で暮らしやすい
まちづくりをします

A

2
生命・財産を守るま
ちづくりをします

B

4
利便性の高い交通体系を整備し
ます

a

3 快適な道路環境を整えます a

5

2
下水道などの普及を進め快適な
生活を確保します

a

1
安全な水道水を安定して提供し
ます

a

2
自然災害などへの備えを強化し
ます

b

1 消防・救急体制を維持します b

2 交通安全に取り組みます b

1 犯罪に隙を与えません b

1
犯罪・事故で悲しま
ないまちづくりをしま
す

B

施策大綱５　みんながつながって安全に住めるまち

判
定

判
定基本施策 施策 基本事業



 

令和６年度施策評価結果 

 

 

 

 

 

《施策大綱１》 

学びを通して 

生きがいを感じるまち 
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《施策大綱２》 

いきいきと 

ともに幸せを感じるまち 
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《施策大綱３》 

産業を通じて豊かさを 

実感し笑顔で稼ぐまち 
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